
＜法人設立加算を目標としている事例＞

○旧村一丸となっての集落営農への取り組み

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岐阜県恵那市 串 原
え な し くしはら

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
35.5ha 水稲

交 付 金 額 個人配分分 29％
691万円 共同取組活動分 役員報酬 8％

（71％） 会議費 3％
水路・農道の維持管理・補修・改良共同防除 56％
農作業受委託促進 3％
法人設立・運営に要する経費 1％

、 （ ）、 （ ）協 定 参 加者 農業者120人 串原営農組合 構成員101人 農事組合法人ふるさと松本 構成員5人
＜H17.05.18設立＞

２．集落マスタープランの概要
（１）集落の将来像

串原営農組合が農作業を受託して、個々の農家の機械所有に対する農業経営経費を
節減し、農事組合法人ふるさと松本に農地の利用集積を推進するなど自らが耕作や農
地の維持管理ができなくなっても、限りある農地を美しい形で後世に残せる集落を目
指す。

（２）５年間の目標
耕作状況の確認を行い、自らが耕作できなくなった農家に対しては、担い手への農

地の利用集積を推進する。また、不在地主の農地については、農事組合法人を設立し
利用権設定を推進することで耕作放棄の防止を図る。
また、集落営農の活動を継続させながら、機械・農作業の共同化、作業委託（基幹

的農作業３作業以上を協定農用地の10％以上増加）を行う。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 担い手への農作業の委託
（田35.5ha） （約0.5ha、年1回） （農業経営基盤強化法に基づい

た利用権設定についての説明会
個別対応 個別対応 開催（年１回 ））

共同取組活動
水路・農道の管理
・水路 年2回 清掃、草刈
（梅雨、台風等の降雨後には 農作業の受委託の推進
見回り） （農作業受委託についての説明
・道路 年2回 清掃、泥上げ 会開催（年１回 ））
（梅雨、台風等の降雨後には
見回り）

共同取組活動 共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（年２回及び随時） 加算措置としての取組等

共同取組活動 土地利用調整加算
作業受委託面積を3.6ha(10％)
増加。

共同取組活動

法人設立加算
農業構造改善事業で整備 平成17年に農事組合法人を設
した加工施設との連携に 立。
よる地域特産品の開発と
製造・販売 共同取組活動



３．取組の経緯及び内容

現在、農地を守る農家の高齢化及び二種兼業化が進み、自ら耕作できない農家が増え
つつあり、木根地区を中心に集落営農組織への作業委託が進んでいる。その反面、地区
により農業用機械の更新及び維持による生産コスト増と高齢化により、農地の維持管理
ができない農家の発生が懸念されていた。
そこで、本集落協定では、定年退職者を集落営農組織の一員として取り込み作業受委

託を継続するとともに、高齢化の進んでいる地区での農事組合法人の設立を行い農地の
利用集積を推進することとした。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】
協定農用地の状況が確認でき、今後５年間

に補修・改良を予定している水路や農道がど
こに存在するのかを一目で認識することがで
きる。

＜凡例＞
営農上の一体性で団地として設定
補修・改良予定水路
補修・改良予定農道

＜共同水路整備＞ ＜共同農道整備＞
芽地埋めによる水路補修 泥上げによる農道整備

［平成21年度までの取組目標］

○営農組合への農作業委託による営農の効率化・低コスト化

（3作業委託率41%→51%（協定農用地面積の30％ ））

○担い手（農事組合法人）への利用集積による維持管理農用地の有効利用

（1haで実施（地域のニーズや受け入れ体制の整備が出来次第随時拡大 ））


